
令和３年度三島市立長伏小学校 「災害・事故発生時の緊急対応マニュアル」※１年間掲示をお願いします。

大地震対策 台風等自然災害対策 校外の不審者対策

◇予知情報なしで南海トラフ地震が突然 ◇三島市に、大雨・洪水・暴風警報発表 ◇不審者による声かけ事犯が発生の
発生する可能性は十分にあります。 のときまたは今後まもなく発表される とき・・・

見込みのとき・・（※「特別警報」含む）
◇調査を開始した旨の臨時情報発表のとき・・・ ○「連絡メール」等でお知らせします。
○今後の対応について情報収集を行う。 ≪学校にいるとき≫

・原則的には「一斉下校」とします。 ≪学校にいるとき≫

◇平常時に比べ相対的に高まったと評 ・「連絡メール」で連絡します。 （緊急性を要する事犯）

価された旨の臨時情報発表のとき・・・ ・「警報」発表時でも、台風等の接近が伴わ ・お迎えをお願いする場合があります。
ない場合は、通常通り授業を行います。 （緊急性のない事犯）

○「児童引き取り」をお願いします。 ・警報発表の状況によって、速やかに下校 ・集団下校、または教職員がパトロールをしながら
させるため、給食を食べずに帰すこともあ 児童を下校させます。

≪学校にいるとき≫ ります。
・引き渡しまで、児童は学校で保護します。

・午前１１時以前に三島市の「警報」が解除 ≪家庭にいるとき≫
≪登校途中のとき≫ されて登校したときは、給食があります。 ・保護者がつきそっての登校もあります。
・児童は原則帰宅。 ・状況に応じて、自宅待機もあります。
・学校の近くにいる場合は、学校へ避難。 ≪家庭にいるとき≫ （※「特別警報」含む）
・強い揺れを感じたら、安全な場所に避難。 ・朝６：３０時点で大雨警報、洪水警報、暴風 警報

が発表されているときは、自宅待機。
≪家庭にいるとき≫ （中学生は、「暴風警報」のみ、自宅待機）

・登校しません。 □その他、各家庭へのお願い
・登校については、「連絡メール」で連絡し

◇突然、大地震が発生したとき・・・ ます。 ・できる限り複数で、通学路を用いて登下校
させてください。

（※三島市「震度５強以上」の場合） ・午前１１時までに「警報」が解除されない
場合 は、「休校」とします。 ・不審者から声かけ等を受けたとき、不審な

○対応は南海トラフ地震臨時情報（巨大地 車や人物を見つけたときは、警察と学校に
震注意）発表時と同じです。 できるだけ早く御連絡ください。
○頭を保護し、塀や壁などの倒れやすい物から ※児童が登校する前には、ご家庭で「みしまるほっとメー

離れます。揺れがおさまるまで姿勢を低くして、じっと ル」「サイポスレーダー(県)」、インターネット・テレビ等

しています。 で、三島市の警報を確認してください。 三島警察署 ０５５－９８１－０１１０

◇
≪海岸や川沿い、低い土地にいるとき≫ 警戒宣言避難地・一次避難地・避難所 中郷交番 ０５５－９７７－１０６１

○本校が、警戒宣言避難地になっている地区は、
・強い揺れを感じたら、直ちに高台に避難。 長伏地区、御園地区です(松本地区は中郷西中学校 学校にも連絡を ０５５－９７７－２４２４

です)。

※緊急時に「連絡メール」が伝わりにくい場合は、学校の「ブログ」や「１７１災害伝言ダイヤル」等を使うことがあります。




